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第３次御前崎市総合計画策定支援業務プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

この要領は、令和８年度から令和 17 年度までを計画期間とする第３次御

前崎市総合計画の策定にあたり、その支援業務（以下「業務」という。）を

受注する業者を募集・選定するために必要な事項を定めたものである。 

 

２ 委託業務の内容 

（1） 業務の名称 第３次御前崎市総合計画策定支援業務 

（2） 業務の内容 別紙「仕様書」による。なお、必要と認める事項は企画

書にて提案すること。 

（3） 履行期間 契約締結日から令和８年３月 31 日までとする。ただし，期

間内に事業目的を達成できる場合、期間を短縮した提案を妨げるもの

ではない。 

（4） 予算額 一金 20,000,000 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

なお，各年度の支払限度額は次のとおりとする。 

令和６年度 8,000,000 円 

令和７年度 12,000,000 円 

（5） 提出場所 御前崎市総務部企画政策課 

 

３ 委託業者選定方法 

公募型プロポーザル方式により選定する。 

 

４ 参加資格 

次に掲げる条件をすべて満たしている事業者であること。 

（1） 地方自治法施行令第 167 条の４第１項の規定に該当しない者であるこ

と。 

（2） 本件の委託業務の企画提案書を提出する時点で、御前崎市の指名停止、

参加停止措置を受けていないこと。 

（3） 過去 10 年以内（平成 26 年４月１日から令和６年３月 31 日の間）に

おいて、官公庁発注の総合計画策定業務の委託完了実績を有する者で

あること。 

（4） 地方公共団体の行財政運営について高い見識を有していること。 

（5） 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定による更正手続開始の

申立て、または民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定による

再生手続開始の申立てがなされていない者（ただし，会社更生法の規
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定による更正計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決

定を受けている者を除く。）であること。 

（6） 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）

第２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員であ

る役職員を有する団体並びにそれらの利益となる活動を行う者でない

こと。 

（7） 仕様書に基づく本業務を履行するために必要な業務経験を有し、本業

務に精通した者を従事させることができるとともに、本業務を円滑に、

確実に遂行するために必要な経営基盤を有していること。 

 

５ スケジュール 

  本プロポーザルの選定に関するスケジュールは、下表のとおりとする。 

内容 日程 

① 公告（仕様書等の公表） 令和６年４月 12 日（金） 

② 質問書の受付期間 令和６年４月 12 日（金）から 

令和６年４月 19 日（金）15 時必着 

③ 質問に対する回答（随時） 令和６年４月 22 日（月）まで 

④ 企画提案書の受付期間 令和６年４月 22 日（月）から 

令和６年５月 10 日（金）17 時必着 

⑤ 1 次審査（資格審査・書類審査） 令和６年５月 13 日（月）から 

令和６年５月 14 日（火） 

⑥ 1 次審査結果通知 令和６年５月 15 日（水） 

⑦ 2 次審査（プレゼンテーション審査） 令和６年５月 22 日（水） 

⑧ 審査結果通知 令和６年５月 23 日（木） 

⑨ 契約締結 令和６年５月下旬 

 

６ 質問の受付及び回答 

（1） 受付期間 

令和６年４月 12 日（金）から令和６年４月 19 日（金）15 時まで 

（2） 提出方法 

企画提案書等の作成に関し、質問がある場合は、質問書（第１号様

式）により電子メールで提出すること。（電話及び来庁しての質問には

応じない。） 

なお、メールの標題には「プロポーザルに関する質問（事業者名）」

と記載のうえ，本文には、①事業者名、②担当者名、③担当者連絡先

（所属及び電話番号）を必ず記載すること。 
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（3） 回答方法 

質問者に令和６年４月 22 日（月）（17 時）までに、随時、電子メー

ルで回答する。 

なお、すべての質問及び回答は、市公式ホームページで公表する。 

（4） 提出先 

御前崎市 総務部 企画政策課 企画係 

E-mail ： kikaku@city.omaezaki.shizuoka.jp 
 

７ 参加手続き等 

（1） 提出書類 

書類名 様式 備考 

① 参加申込書 第２号様式  

② 会社概要書 第３号様式 会社パンフレット等、会社概要がわかるも

のを併せて提出すること 

③ 業務実績書 第４号様式 平成 26 年度から令和５年度の実績を記載

すること 

④ 業務実施体制調書 第５号様式  

⑤ 企画提案書 任意様式  

⑥ 見積書 第６号様式 ２か年度分の合計（税込）を記載すること 

必要事項があれば適宜追加すること 

※指定様式は、市ホームページ（https://www.city.omaezaki.shizuoka.jp）

から取得すること。 

 （2）提出部数 

   ①正本（上記①～⑥） １部（社名等を表記すること） 

   ②副本（上記②～⑥） ６部（社名等の提案事業者が特定できる記載は

全て削除すること） 

③ CD-R 又は DVD-R   １枚（上記②～⑥の電子データを格納したもの） 

（3）提出期間 

   令和６年４月 22 日（月）から令和６年５月 10 日（金）17 時まで（必着） 

（4）提出方法 

   持参または郵送（必着） 

   持参の場合：土・日曜日・祝祭日を除く９時から 17 時まで 

   郵送の場合：必ず「配達記録便」とすること。 

（5）提出先 

〒437-1692 住所：静岡県御前崎市池新田 5585 番地 

御前崎市役所 総務部 企画政策課 企画係 

mailto:kikaku@city.omaezaki.shizuoka.jp
https://www.city.omaezaki.shizuoka.jp


4 
 

８ 企画提案書 

（1） 体裁 

企画提案書は自由様式とするが、会社名を伏せるとともに、文章や

イメージ図等で簡潔に記載すること。提案書は、原則としてＡ４版両

面印刷とし、15 枚（30 ページ）以内を目安に作成すること。 

（2） 提案項目 

     仕様書を踏まえ、企画提案書を作成すること。また、別紙「審査基

準表」の第２次審査項目について必ず提案を行うこと。 

（3） 企画提案書等の取り扱い 

   ア 提出された企画提案書等は、本プロポーザルの実施以外の目的では 

使用しないものとする。 

   イ 企画提案書等の提出後、補足資料の提出を求めることがある。 

   ウ 企画提案書等に含まれる著作権・特許権など日本国の法令に保護さ

れた第三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任

は、提案者が負うものとする。 

   エ 企画提案書等の提出後に辞退する場合は、辞退届（第７号様式）を

提出するものとする。 

 

９ 審査方法及び候補事業者の選定 

プロポーザルの審査は、第１次審査（資格審査・書類審査）と第２次審査（プ

レゼンテーション審査）の２段階で行い、それぞれの審査は次の各号のとおり

実施する。 

（1） 第１次審査 

ア 参加資格者から期限までに提出された書類について、資格審査及び書

類審査をする。 

イ 第１次審査の結果は期限までに適正に提出した全ての事業者に、電子

メール及び書面にて通知する。また、第２次審査への参加決定事業者に

は、実施日時及び場所を改めて通知する。 

（2）第２次審査 

ア 第１次審査で選考された事業者による、庁内審査委員会委員へのプレ

ゼンテーションを行い、最高評価の１事業者を契約候補者とする。 

イ 審査方法は，別紙「審査基準表」の基準に基づき、審査項目ごとに評

価を行うものとする。 

ウ 実施方法については、以下のとおりとする。 

(ア) プレゼンテーションは１社につき 30 分（説明 20 分、質疑 10 分）

以内を予定。 
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(イ) 参加人数は３名以内とする。 

(ウ) パソコンの画面等をスクリーンに投影する方法で提案説明を行

う場合は、事前に連絡を行い、本市が準備したプロジェクター及

びスクリーンを利用すること。パソコンは提案者が用意すること。 

(エ) 企画提案書等を基にプレゼンテーションを行うこととし、当日の

追加資料配布など、事前に提出された企画提案書等以外の資料を

使用しての説明は不可とする。ただし、説明の補足用としてパワ

ーポイント等の利用は可とする。 

    エ 選定結果の通知 

第２次審査の結果は、第２次審査に選考された全ての事業者に、

電子メール及び書面にて通知する。 

なお、選定結果に関する意義申し立て、質問等には応じない。 

 

10 その他 

（1） 本プロポーザルに要した費用は、それぞれの提案者の負担とする。 

（2） 企画提案書や会社概要等、提出した書類に虚偽があった場合は、失格

とする。 

（3） 提出された書類は、返却しない。 

（4） 審査の過程や他参加者の評価等については、公表しない。 

 

11 問合せ先 

  御前崎市役所 総務部 企画政策課 

  〒437-1692 静岡県御前崎市池新田 5585 番地 御前崎市役所本庁舎２階 

  電話番号：0537-85-1161 ＦＡＸ番号：0537-85-1137 

  電子メール：kikaku@city.omaezaki.shizuoka.jp 

mailto:kikaku@city.omaezaki.shizuoka.jp

